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東菅野・南沖児童交通公園草刈等業務委託 特記仕様書 

  この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行す

るために必要な事項を定めるものとする。記載内容について、「樹木等維持管理業務委

託共通仕様書（以下、共通仕様書）」と相違がある場合、本特記仕様書を優先とする。 

また、標準的な作業要領は「市川市樹木等維持管理標準作業要領（以下、標準作業

要領）」を示すが、本特記仕様書に特記がある場合はこちらを優先する。 

 

１ 件   名 東菅野・南沖児童交通公園草刈等業務委託 

 

２ 業 務 目 的 東菅野児童交通公園及び南沖児童交通公園において草刈、芝刈等を実

施し、来園者が快適かつ安全に公園を利用できる環境を維持すること

を目的とする。 

 

３ 委 託 場 所  市川市東菅野２丁目２３番３号 外１箇所 

 

４ 委 託 期 間 令和８年５月２９日～令和８年１１月３０日 

  

５ 業 務 内 容  

１）業務概要 

本業務は、東菅野児童交通公園及び南沖児童交通公園において草刈、芝刈等を実

施するものである。草刈、芝刈等の回数は、委託期間内に３回とする。具体的な

実施日は監督職員と調整すること。 

なお、本業務の委託場所は交通公園であり、児童等の来園者が自転車等を運転し

て交通ルールを学ぶ場所であるため、交差点の見通し等、安全確保については特

に留意すること。 

 

２）業務内容・数量         

名   称 規   格 単位 数量 摘   要 

人力除草  ㎡ 141 南沖児童交通公園(47 ㎡×3 回) 

草刈 肩掛式 ㎡ 2,085 東菅野児童交通公園(695 ㎡×3 回) 

芝刈 肩掛式 ㎡ 5,886 東菅野児童交通公園（828 ㎡×3 回） 

南沖児童交通公園（1,134 ㎡×3 回） 

 

・発生材処分は、共通仕様書を参照とする。 

・本契約は、総価契約である。 

 

３）実施時期と回数 

・作業日は原則として公園の休園日（月曜日）とし、月曜日が祝日の場合は翌平

日とすること。 

・作業日については、監督職員と協議して決定すること。 
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